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Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－９１１４ 包装用巻き芯 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－９１１４ 全 包装用巻き芯 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ２－２２６００ ラベル印字器 

Ｆ２－８１４９ 接着テープホルダー等部品及び付属品 

Ｊ３－７００ 映画用機械器具 

Ｈ６－５５９ 記録媒体部品及び付属品 

Ｃ０－３３ 裁縫用糸巻き 

Ｈ２－４１１０ 電線巻枠 

Ｋ３－１５４ 散水ホース巻き取り機 

Ｋ２－７３ 釣り用仕掛け巻 

Ｋ０－７９０ キャリアテープ用リール 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

包装用巻き芯   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・長尺の物を巻いて包装する場合にその芯となるもの。 

・ 原則として、巻き芯に商品を巻き付けた状態で販売される簡易なもの。 

・ 巻き芯・巻枠がそれ自体単独の物品として販売され、反復使用が可能なものは各々の物品の分類展開に

納める。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

巻き芯を取り付ける軸はラベラーの部品 

 

【Ｋ０－７９０との関係】 

キャリアテープ用リール（物品名、説明、参考図などで、電子部品を包装するキャリアテープ用のリールとわ

かるもの）は、Ｋ０－７９０（電線加工機及びプリント配線加工機部品及び付属品）へ分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録 813436号 ラベル
の芯管 

 

登録 858970号 長尺帯
状物のかせ枠 
 

 

登録 872193号  
布地巻芯 
 

 

登録 1159116号  
部品キャリアテープ用リール 
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Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１０ 

過去に分類した物品の名称 

包装用札の芯管 包装用巻枠 包装用釣糸巻枠 

織物の巻板 テープ用巻芯 ラベルの芯管 

食品容器のフィルム包装用支柱 帯状感熱孔版原紙巻装用ボビン 長尺帯状物のかせ枠 

布地巻芯中間部材 布地巻芯端部材 布地巻芯 

リール用側板体 紙管用栓 ケーブルドラム 

電線包装ドラム用側板 テープリール用芯 包装用巻芯の側板 

糸巻きリール 包装用巻芯 釣り糸用スプール 

 


